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～ ⑥ 円 ～ ⑥ 円

～ ⑦ 円

～ ⑧ 円

～ ⑨ 円

～ ⑩ 円

12ｍ3まで （基本料金）900円×2＝1,800円
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※水道料金は、量水器使用料150円×2か月分を含んでいます。

（基本使用料）1,000円  ×  2   ＝2,000円

（1円未満端数切り捨て）

【上下水道料金計算例】

公共下水道区域内で、２ヶ月間の水道使用水量が４５ｍ
3
の場合（20㎜量水器使用のとき）

401 ｍ
3 600

（1円未満端数切り捨て）

601
ｍ

3

上下水道料金早見表（R8.4.1施行・20㎜）

【　水道料金　】 【　下水道使用料　】

算式(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)×消費税10％

250

ｍ3 8,580

5,280 ｍ3 8,327

※新宮町の水道メータ検針・請求は２ヶ月に一度です！

（管理会社等から請求されている人、及び毎月検針、簡易水道を除く）

6,99614 ｍ3 2,706 2,662 28 ｍ3 5,478 4,356 42

6,79813 ｍ3 2,508 2,629 27 ｍ3 4,169 41

5,082 3,982 40 ｍ3 8,074 6,60012 ｍ3 2,310 2,596 26 ｍ3

4,884 3,795 39 ｍ3 7,854 6,41311 ｍ3 2,310 2,563 25 ｍ3

4,686 3,608 38 ｍ3 7,634 6,22610 ｍ3 2,310 2,530 24 ｍ3

4,488 3,421 37 ｍ3 7,414 6,0399 ｍ3 2,310 2,497 23 ｍ3

4,290 3,234 36 ｍ3 7,194 5,8528 ｍ3 2,310 2,464 22 ｍ3

4,092 3,047 35 ｍ3 6,974 5,6657 ｍ3 2,310 2,431 21 ｍ3

3,894 2,860 34 ｍ3 6,754 5,4786 ｍ3 2,310 2,398 20 ｍ3

3,696 2,827 33 ｍ3 6,534 5,2915 ｍ3 2,310 2,365 19 ｍ3

3,498 2,794 32 ｍ3 6,314 5,1044 ｍ3 2,310 2,332 18 ｍ3

3,300 2,761 31 ｍ3 6,094 4,9173 ｍ3 2,310 2,299 17 ｍ3

3,102 2,728 30 ｍ3 5,874 4,7302 ｍ3 2,310 2,266 16 ｍ3

2,904 2,695 29 ｍ
3 5,676 4,543

水道料金 下水道使用料 水道料金 下水道使用料

1 ｍ
3 2,310 2,233 15 ｍ

3

（隔月検針・20㎜量水器使用）

使用水量
料　金（税込み）

使用水量
料　金（税込み）

使用水量
料　金（税込み）

水道料金 下水道使用料

消費税 849円 消費税 690円

合　計 9,339円 合　計 7,590円

量水器使用料　　　　　150円×2＝　300円

計 8,490円 計 6,900円

41～45 ｍ3 230円/ｍ3× 5ｍ3＝1,150円 41～45 ｍ3 180円/ｍ3×  5ｍ3＝  900円

31～40 ｍ3 200円/ｍ3×10ｍ3＝2,000円 21～40 ｍ3 170円/ｍ3× 20ｍ3＝3,400円

13～30 ｍ3 180円/ｍ3×18ｍ3＝3,240円  1～20 ｍ3 30円/ｍ3× 20ｍ3＝  600円

〃 280

算式(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦)×消費税10％ 201 ｍ
3 400 ｍ

3 〃

200

〔⑦量水器使用料(20㎜使用)150円×2か月分〕 101 ｍ
3 200 ｍ

3 〃 230

81 ｍ
3 100 ｍ

3 〃

61 ｍ3 80 ｍ3 〃101 ｍ3 400 ｍ3 〃 270

41 ｍ3 60 ｍ3 〃 18041 ｍ3 100 ｍ3 〃 230

21 ｍ3 40 ｍ3 〃 17031 ｍ3 40 ｍ3 〃 200

1 ｍ3 20 ｍ3
1ｍ3につき 3013 ｍ3 30 ｍ3

1ｍ3につき 180

ｍ3 基本料金 1,800 ①基本使用料　2,000　円
(900円×2ヶ月分)

奇数月検針：令和８年６月分は請求なし、令和８年７月分以降適用

【水道料金の計算方法】 【下水道使用料の計算方法】

使用水量 基本料金及び従量料金 使用水量 基本使用料及び従量使用料

12

401 ｍ
3 〃 310

※R8年3月31日以前に水道等を契約している場合、次のように検針月請求・消費税1円未満端数切り捨てを適用します。

偶数月検針：令和８年５月分は請求なし、令和８年６月分以降適用

ｍ
3 〃 300

(1,000円×2ヶ月分)

190


